特定健康診査等実施計画（概要版）
【平成２０年度～平成２４年度】
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九　十　九　里　町
１　計画の基本方針
（１）計画の趣旨
　　　本計画は、医療制度改革の「生活習慣病対策の推進」策として、国民誰しもの願いである健康と長寿を確保しつつ、医療費の伸びの抑制にも資することから、生活習慣病を中心とした疾病予防を重視することとし、医療保険者による健康診査及び保健指導の充実を図る観点から、「高齢者の医療の確保に関する法律」（以下、「法」とします。）第１９条に基づいて、保険者である町が、加入者（被保険者）に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査（特定健康診査）及び健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指導）を実施するために、その具体的な実施方法や、成果に関する具体的な目標のほか、特定健康診査及び特定保健指導（以下、「特定健康診査等」とします。）を適切かつ有効に実施するために必要な事項を定めるものです。
（２）計画の期間及び見直し
　　　本計画は、特定健康診査等基本指針に即して、５年ごとに、５年を１期として定めます（法第１９条第１項）。したがって、第１期計画は平成２０年度から平成２４年度までとします。
　　　なお、特定健康診査等基本指針については、５年ごとに検討を行い、必要があるときにはこれを変更していくほか、法第１１条に基づき都道府県の定める「都道府県医療費適正化計画」が作成年度の翌々年度（平成２２年度）に当該計画の進捗状況に関する評価が行われることを踏まえ、当該評価の実施時期にあわせて検討を行い、必要があると認めるときはこれを変更することとされていることから、本計画においても基本指針の変更や、事業の評価結果などの状況変化等に基づき、必要があるときにはこれを変更し、その際は広報誌やホームページへの掲載等により遅滞なく公表することとします。
２　目標の設定
（１）特定健診等実施の基本的考え方
　　　　これまでの健診・保健指導は、個別疾患の早期発見、早期治療を目的としていましたが、これからは、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の有病者・予備群を減少させることが目的となります。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診を個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。
（２）特定健康診査の実施に係る目標
　　　　国の基本指針が示す市町村国民健康保険における特定健康診査実施率に関する参酌標準（平成２４年度）は６５％となっています。
そこで、国の参酌標準を踏まえて平成２４年度の特定健康診査実施率を６５％とし、この目標を達成するために平成２０年度以降の実施率（目標）を以下のように定めます。
特定健康診査実施率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
	平成20年度
	平成21年度
	平成22年度
	平成23年度
	平成24年度

	50
	53
	56
	60
	65


（３）特定保健指導の実施に係る目標
　　　　国の基本指針が示す特定保健指導実施率に関する参酌標準（平成２４年度）は４５％となっています。
　　　　そこで、国の参酌標準を踏まえて平成２４年度の特定保健指導実施率の目標値を４５％とし、この目標を達成するために平成２０年度以降の実施率（目標）を以下のように定め
ます。
特定保健指導実施率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
	平成20年度
	平成21年度
	平成22年度
	平成23年度
	平成24年度

	２５
	３０
	３５
	４０
	４５


（４）特定健康診査等の実施の成果に係る目標
　　　　国の基本指針が示す成果に関する参酌標準は、平成２４年度において、平成２０年度と比較してメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率を１０％以上とすることとなっています。
　　　　そこで、国の参酌標準を踏まえて平成２４年度のメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（目標）を１０％と定めます。
メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率　　　　　　　（％）
	平成20年度
	平成21年度
	平成22年度
	平成23年度
	平成24年度

	
	
	
	
	１０


３　特定健診等の実施
（１）実施場所
　　　　特定健診は集団方式により保健センター・つくも学遊館・九十九里小学校体育館で実施し、特定保健指導は保健センターで実施する。
（２）特定健診の実施項目
	身体計測
	身長、体重、腹囲、ＢＭＩ

	理学的検査
	身体診察

	血圧測定
	血圧

	尿検査
	蛋白、糖

	生化学検査
	肝機能
	ＧＯＴ（ＡＳＴ）、ＧＰＴ（ＡＬＴ）、γ－ＧＴP

	
	脂質代謝
	中性脂肪（ＴＧ）、ＨＤＬ―コレステロール、
ＬＤＬ－コレステロール

	
	糖代謝
	血糖値（ＧＵＬ）、ＨｂＡ１Ｃ

	
	貧血検査
	赤血球数（ＲＢＣ）、血色素測定（Ｈｂ）、
ヘマトクリット値（Ｈｔ）　　（医師の判断による）

	心機能
	１２誘導心電図（医師の判断による）

	眼底検査
	（医師の判断による）


（３）特定保健指導対象者
　　　　特定保健指導は、保健指導対象者が健診結果を理解して身体の変化に気づき、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するための行動目標を設定するとともに、自らが実践できるよう支援し、そのことにより対象者が自分の健康に関するセルフケア（自己管理）ができるようになることを目的とします。
　　　　そのためにリスクの大小から「情報提供」、「動機付け支援」、「積極的支援」の３階層化を行い、保健指導の重要性に見合う保健指導を行います。
　　　　本町では、次のように階層化を行います。
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	腹囲・ＢＭＩ
	追加リスク
	④喫煙歴
	対象

	
	①血糖②脂質③血圧
	
	４０～６４歳
	６５～７４歳

	≧85㎝（男性）
≧90㎝（女性）
	２つ以上該当
	
	積極的支援
	

	
	１つ該当
	あり
	
	

	
	
	なし
	動機付け支援
	

	
	該当なし
	
	情報提供

	上記以外で
BMI≧25
	３つ該当
	
	積極的支援
	

	
	２つ該当
	あり
	
	

	
	
	なし
	動機付け支援
	

	
	１つ該当
	
	
	

	
	該当なし
	
	情報提供


